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政 策

平成１６年度地方財政対策の概要

 Ⅰ　平成１６年度の地方財政の姿 

（１）平成１６年度の地方財政計画の規模は、８４兆６，７００億円程度（対前年度比△１．８％程度）

（２）歳入については、地方税は増（０．５％程度）、地方交付税は減（△６．５％程度）となり、一般財源比率は、６０．８％程度（臨時財

政対策債を含めた場合６５．７％程度）

（３）歳出については、「基本方針２００３」に沿って見直し、抑制

・給与関係経費 ２３兆円程度 （対前年度比△１．９％程度）

…地財計画上人員を１０，０００人程度純減

・投資的経費（単独） １３兆４，７００億円程度 （対前年度比△９．５％程度）

…「基本方針２００３」の縮減目標を前倒し

・一般行政経費（単独（平⑯一般財源化分を除く）） １１兆１，５００億円程度 （対前年度比△０．３％程度）

 Ⅱ　財源不足の補てん 

平⑮当初 通常収支１３．４兆円、恒久的な減税分３．２兆円、先行減税分０．７兆円 計１７．４兆円

平⑭当初 通常収支１０．７兆円、恒久的な減税分３．５兆円 計１４．１兆円

平⑬当初 通常収支１０．６兆円、恒久的な減税分３．４兆円 計１４．０兆円

平⑫当初 通常収支　９．９兆円、恒久的な減税分３．５兆円 計１３．４兆円

平⑪当初 通常収支１０．４兆円、恒久的な減税分２．６兆円 計１３．０兆円

 

①　地方財政計画の規模 ８４兆６，７００億円程度 （対前年度比△１．８％程度）

②　地方一般歳出 ６８兆１，０００億円程度 （対前年度比△２．３％程度）

③　地方単独事業（投資） 　１３兆４，７００億円程度 （対前年度比△９．５％程度）

④　一般財源総額 　５１兆４，６００億円程度 （対前年度比△０．９％程度）

⑤　一般財源比率 　６０．８％程度 （平成⑮６０．２％）

⑥　地方債依存度 １６．７％程度 （平成⑮１７．５％）

１　平成１６年度における財源不足（１４．１兆円程度）

①　通常収支の不足 １０兆１，７００億円程度

②　恒久的な減税の実施に伴う減収額 ３兆３，３００億円程度

③　先行減税に伴う減収額 ６，５００億円程度
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○地方財政は、平成⑥以降多額の財源不足が続き、平⑧以降９年連続して地方交付税法第６条の３第２項の規定に該当

○平⑯から平⑱までの間、同項に基づく制度改正として財源不足のうち財源対策債等により補てんする額を除く額について、国

と地方が折半し、国負担分については一般会計からの繰入れ（臨時財政対策加算）により、地方負担分については特例地方債（臨

時財政対策債）により補てんする措置を講じる。

（※）臨時財政対策債のうち、約３，０００億円程度は、既往の臨時財政対策債の利払い充当分及び平成１４年度補正対策に伴う発行

分（交付税特別会計借入金からの振替分）である。 

２　通常収支の不足の補てん（１０．２兆円程度）

①　地方交付税の増額による補てん措置 ４兆１，８００億円程度

　一般会計における加算措置（既往法定分等） ２，９００億円程度

　　　　　　　〃　　　　　　（臨時財政対策加算） ３兆８，９００億円程度

②　臨時財政対策債の発行（※） ４兆１，９００億円程度

③　財源対策債の発行 １兆８，０００億円程度

平成１６年度　財源不足（通常収支分）の補てん措置 

通常収支の不足 

　約１０１，７００億円 

財源対策債 

　約１８，０００億円 

約７７，８００億円 

一般会計加算※ 

（既往法定分等） 

　約２，９００億円 

一般会計加算※ 

（臨時財政対策分） 

　　約３８，９００億円 

臨時財政対策債 

　　約３８，９００億円 

☆臨時財政対策債 

　　　約３，３００億円 

国負担分 

地方負担分 

（１/２） 

（１/２） 

1
2
3
4
5

臨時財政 
対 策 債 
合　　計 
約４１，９００億円 

（注）※　一般会計加算総額 

　　　約２，９００　　＋　　約３８，９００　　＋　　約５００　　＝　　約４２，３００億円 

☆の臨時財政対策債は、既往臨財債の利払い充当分等である。 

・表示単位未満四捨五入の関係で合計と一致しない箇所がある。 

（既往法定分等） （臨時財政対策分） 恒久的な減税に係る （特会借入金利子等　　） 

３　恒久的な減税に伴う減収の補てん（３．３兆円程度）

①　恒久的な減税による地方税の減収 １兆８，０００億円程度

…国のたばこ税の一部の移譲、法人税の交付税率の引上げ、地方特例交付金及び減税補てん債により補てん

②　国税の減税による地方交付税の影響 １兆５，３００億円程度

…交付税特別会計借入金により補てんし、国・地方折半で償還
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（１）恒久的な減税による地方税の減収の補てん ………………………１兆８，０００億円程度

恒久的な減税の実施に伴う補てん措置

①　国のたばこ税の一部の移譲 …………………………………………… １，２００億円程度

②　法人税の交付税率の引上げ（平⑫～３５．８％） …………………………３，６００億円程度

③　地方特例交付金 ………………………………………………………… ８，７００億円程度

……①＋②＋③により、減収総額の３／４を補てん

④　減税補てん債により減収総額の１／４を補てん ……………………… ４，５００億円程度

（２）恒久的な減税による地方交付税の影響 ………………………………１兆５，３００億円程度

交付税特別会計借入金により補てんし、国・地方折半で償還

（注）国負担借入金の利子については、一般会計加算により対応 

平成１６年度　恒久的な減税に係る補てん措置 

恒久的な減税影響額 

　　　約３３，３００億円 

恒久的な減税による 

地方税の減収 

　　　約１８，０００億円 

国税の減税による 

地方交付税影響分 

　　　約１５，３００億円 

国税の減税による 

地方交付税減収分 

　　　約１４，３００億円 

国負担分利払 

（一般会計加算） 

　　　　　約５００億円 

国（１/２） 

（交付税特会借入金） 

　　　　約７，１００億円 

地方（１/２） 

（交付税特会借入金） 

　　　　約７，１００億円 

地方負担分利払 

（交付税特会借入金） 

　　　　　約５００億円 

税収の補てん 

　　　　約１，２００億円 

地方交付税 

　　　　約３，６００億円 

地方特例交付金 

　　　　約８，７００億円 

減税補てん債 

　　　　約４，５００億円 

1
2
3
4
5

国負担分 
（１／２） 

1
4
4
4
2
3
4
4
4
4
5

（３／４） 

1
2
3
4
5

地方負担分 
（１／２） 

※国のたばこ税の一部移譲 

法人税の交付税率引上げ 
　３２％→３５．８％ 
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 Ⅲ　国庫補助負担金改革と税源移譲等による財源措置 

（１）一般財源化対象補助負担金

①　平成１５年度一般財源化分 （２，３００億円程度）

②　平成１６年度一般財源化分 （２，４００億円程度）

・児童保護費等負担金（公立保育所運営費分） （１，７００億円程度）

・職員設置費、法施行事務費等に係る国庫補助負担金 （７００億円程度）

（２）一般財源化に伴う措置

平成１５年度及び１６年度の国庫補助負担金改革に伴う所要一般財源のうち４，２００億円程度については、所得税の一部を所得譲

与税として税源移譲（暫定措置）

所得譲与税 ４，２００億円程度

�これに伴い、平成１５年度に講じた国庫補助負担金の一般財源化に伴う措置（１／２を地方特例交付金、１／２を地方交付税） �

� �
�は廃止 �

 

１　国庫補助負担金の一般財源化に伴う税源移譲（４，２００億円程度）

所得税の一部を所得譲与税として税源移譲 ４，２００億円程度

平成１６年度　先行減税に係る補てん措置 

先行減税の影響額 

　　　約６，５００億円 

地方税の減収 

　　　約３，５００億円 

地方交付税の影響 

　　　約３，０００億円 

減税補てん債 

　　　　約３，５００億円 

交付税特会借入金 

　　　　約３，０００億円 

※　表示単位未満四捨五入の関係で合計が一致しない箇所がある。 

1
2
2
3
4
2
5

将来の増収で償還 

４　平成１５年度税制改正における先行減税に伴う減収の補てん（０．６兆円程度）

①　先行減税の実施による地方税の減収 ３，５００億円程度

…減税補てん債（その元利償還金の全額を後年度基準財政需要額に算入）の発行により補てんし、後年度の地方税増収

により償還

②　国税の先行減税による地方交付税の減収 ３，０００億円程度

…交付税特別会計借入金（地方負担）により補てんし、後年度の地方交付税原資の増収により償還
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（１）税源移譲予定交付金（仮称）対象国庫負担金

次の国庫負担金については、今後、その額が大きく変動することが見込まれること等から暫定的な一般財源化をしたうえで、

地方の財政運営に支障が生じないよう各年度の退職手当等の支給に必要な額を確保することとし、税源移譲予定交付金（仮称）

により財源措置

①　義務教育費国庫負担金（退職手当及び児童手当） ２，２００億円程度

②　公立養護学校教育費国庫負担金（退職手当及び児童手当） １００億円程度

 Ⅳ　地方財源の確保 

①　地方交付税の法定率分 １１兆１，６００億円程度

平成１６年度の国税五税の収入見込額の一定割合の額から平成９年度・１０年度分精算額（８７０億円）及び平成１４年度分精算額

（８７４億円）を控除

②　一般会計における加算措置 ４兆２，３００億円程度

○　既往法定分等 ３，５００億円程度

○　臨時財政対策分 ３兆８，９００億円程度

③　交付税特別会計借入金 １兆７，８００億円程度

○　恒久的な減税による交付税の影響の補てん分（国・地方折半で償還） １兆４，８００億円程度

○　先行減税による交付税の影響の補てん分（将来の交付税原資の増収により償還） ３，０００億円程度

④　交付税特別会計借入金償還 △８００億円程度

平成１４年度補正対策による交付税特別会計借入金の１／４を償還（臨時財政対策債へ振替）

⑤　交付税特別会計借入金支払利子分 △６，４００億円程度

⑥　交付税特別会計剰余金の活用 ４，４００億円程度

【通常債】 ７兆３，５００億円程度

【財源対策債】 １兆８，０００億円程度

【臨時財政対策債】 ４兆１，９００億円程度

【減税補てん債】 ８，０００億円程度

 （うち恒久的減税分４，５００億円程度、先行減税分３，５００億円程度） 

２　税源移譲予定交付金（仮称）による措置（２，３００億円程度）

１　地方交付税総額の確保　１６兆８，９００億円程度

 （対前年度比１兆１，８００億円程度減、△６．５％程度）

２　地方債総額　１４兆１，４００億円程度

 （対前年度比９，３００億円程度減、△６．２％程度）
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 Ⅴ　平成１６年度の主要施策 

（主な事業）

市町村合併推進事業 １，８００億円程度

わがまちづくり支援事業 ６８０億円程度

共生のまちづくり推進 ４５０億円程度

地域情報化推進事業（電子自治体の推進等） １，７００億円程度

国民健康保険財政安定化支援事業 １，０００億円程度

介護保険関連事業 ５８０億円程度

環境対策

（地域環境保全・創造事業、リサイクル推進対策事業） ２，８８０億円程度

観光立国推進対策 ２５０億円程度 （新規）

都市再生（関連）対策（ソフト事業） ４５０億円程度

治安維持特別対策 ３００億円程度 （新規）

農山漁村地域活性化対策 ９８０億円程度 （一部新規）

森林・林業振興対策 １，８７０億円程度

生活交通確保対策 ８５０億円程度

教育情報化対策 ２，０５０億円程度

（主な事業）

○　地域再生事業（仮称） ８，０００億円程度

○　地域活性化事業 ６，９００億円程度

�循環型社会形成事業 ５００億円程度�

� �
�少子・高齢化対策事業 １，１００億円程度�
� �
�地域資源活用促進事業 １，０００億円程度�
� �
�都市再生事業 ２，５００億円程度�
� �
�地域情報通信基盤整備事業 １，８００億円程度�

○　合併特例事業 ６，０００億円程度

○　防災対策事業 １，９００億円程度 

２　地方単独事業（ハード分）総額　１３兆４，７００億円程度

 （対前年度比　１兆４，１００億円程度減、△９．５％程度）

１　地方単独事業（ソフト分）
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（新規施策）

上水道安全対策事業の拡充 措置額 ２９億円

地下鉄安全性向上対策事業の創設 措置額 ４６億円

下水道事業に係る高資本費対策の拡充 措置額 ２２３億円

公営企業金融公庫資金の公営企業債の借換え

高利の地方債に対する特別交付税措置 対象利子額 ２００億円程度 （２，４００団体程度）

公債費負担の計画的な適正化に係る特別交付税措置

３　地方公営企業関係施策

地方財政計画計上額（公営企業繰出金） ３兆８００億円程度

 （対前年度比１，３００億円程度減、△３．９％程度）

４　公債費負担対策

地方団体の公債費負担の軽減を図るため、一定の公営企業金融公庫資金の借換え措置及び高利の地方債に対する特別交付

税措置等

（引受保険会社） 損　保　＝　損害保険会社７社 
生　保　＝　アリコ・ジャパン 

 
営業所（全国24か所） 
 
北海道　011（272）8677 
青森　017（738）2346 
宮城　0224（33）2725 

福島　024（558）2980 
東京　042（722）3324 
神奈川　045（453）7663 
山梨　055（237）5135 
新潟　025（283）5650 
愛知　0566（81）2072 

三重　059（223）2808 
兵庫　078（362）7812 
奈良　0744（29）8281 
島根　0852（37）2163 
岡山　086（245）4833 
広島　082（844）1067 

山口　083（928）7886 
徳島　088（624）1603 
福岡　092（632）9714 
佐賀　0952（29）3145 
長崎　095（823）9583 
熊本　096（359）1766 

宮崎　0985（32）2789 
鹿児島　099（206）1019 
沖縄　098（862）2627



町 村 週 報第２４６６号 （第三種郵便物認可） 平成１６年１月２６日 １６

政 策

平成１６年度地方財政収支見通しの概要
平成１５年１２月２４日現在

備　　　　　考増減率
（見　込）平成１５年度平成１６年度

（見　込）項目

約△ １．８％８６２，１０７億円約 ８４６，７００億円 歳 入 歳 出 規 模 Ａ

公債費（企業債を含む。）等を除く歳出
（平１５＝△２．０％）約△ ２．３％６９７，２０１億円約 ６８１，０００億円 地 方 一 般 歳 出

約△ １．９％２３４，３８３億円約 ２３０，０００億円 給与関係経費

歳　
　
　
　
　

出

 一般行政経費

※平成１６年度一般財源化に係る影響額（約
６，２００億円）を除く。

約△ ０．３％１１１，８４９億円約 １１１，５００億円うち単独分※

約△ ０．６％１３７，６７３億円約 １３６，８００億円 公 債 費

 投 資 的 経 費

約△ ９．５％１４８，８００億円約 １３４，７００億円うち単独分

約△ ３．９％３２，０５２億円約 ３０，８００億円公営企業繰出金

約△ ２．６％２２，４３３億円約 ２１，８００億円うち企業債償還費
普通会計負担分

約△ ６．９％９，６１９億円約 ９，０００億円 そ の 他

０．５％３２１，７２５億円３２３，２３１億円 地 方 税 Ｂ

歳　
　
　
　
　

入

６５．０％６，９３９億円１１，４５２億円 地 方 譲 与 税 Ｃ

皆　増－億円４，２４９億円うち所得譲与税

△ １３．１％１０，０６２億円８，７３９億円 地方特例交付金 Ｄ

皆　増－億円２，３０９億円 税源移譲予定
 交付金（仮称） Ｅ

１．交付税特別会計借入金
・平成１６年度末見込み 約５０．２兆円
（うち地方負担分 約３２．８兆円）
平成１５年度末見込み 約４８．５兆円　
（うち地方負担分 約３１．８兆円）

２．地方の借入金残高
・平成１６年度末見込み 約２０４兆円

△ ６．５％１８０，６９３億円１６８，８６１億円 地 方 交 付 税 Ｆ

△ ０．９％５１９，４１９億円５１４，５９２億円 一 般 財 源 計 Ｇ
（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）

６０．２％約６０．８％ 一般財源比率 Ｈ
（Ｇ／Ａ）

△ ６．２％１５０，７１８億円１４１，４４８億円 地 方 債 Ｉ

１７．５０％約１６．７％ 地方債依存度
（Ｉ／Ａ）

（注）本表は、地方公共団体の予算編成のための目安として作成したものであり、計数は精査の結果、異動する場合がある。
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（第三種郵便物認可） 第２４６６号平成１６年１月２６日１７ 町 村 週 報

政 策

地方財政計画の伸び率等の推移
（単位：％）

一 般 財 源 比 率
（地方税、譲与税、
地方交付税、特例
交付金　等）

（ 対 前 年 度 伸 び 率 ）
年　　度

地方交付税地 方 税地方一般歳出地方財政計画

６２．８２９．７２３．５２５．５２４．１昭和５０年度

５６．９１７．１△ ０．０１６．２１７．２５１

５７．３１０．０１８．１１３．７１４．２５２

５５．３２３．４１０．４１８．７１９．１５３

５４．２９．２１１．６１２．６１３．０５４

５６．７５．０１６．５６．０７．３５５

５８．９７．９１３．４５．５７．０５６

６１．４７．０１１．７４．５５．６５７

５９．９△ ４．９△ ０．１０．２０．９５８

６０．８△ ３．９６．８０．３１．７５９

６４．２１０．９１０．６３．５４．６６０

６５．１４．０６．９４．３４．６６１

６４．００．６０．６２．９２．９６２

６５．１７．５９．４５．７６．３６３

６７．８１７．３８．１７．１８．６平成元年度

６９．１１０．３７．５６．７７．０２

６９．５７．９６．１７．４５．６３

６９．４５．７４．１５．９４．９４

６８．０△１．６１．６４．４２．８５

６３．２０．４△ ５．７４．６３．６６

６２．９４．２３．６３．６４．３７

６１．７４．３０．１２．３３．４８

６３．４１．７９．６０．９２．１９

６５．０２．３３．９△ １．６０．０１０

６４．９１９．１△ ８．３１．８１．６１１

６５．２２．６△ ０．７△ ０．９０．５１２

６４．３△ ５．０１．５△ ０．６０．４１３

６３．２△ ４．０△ ３．７△ ３．３△ １．９１４

６０．２△ ７．５△ ６．１△ ２．０△ １．５１５

約 ６０．８△ ６．５０．５約 △ ２．３約 △ １．８１６



町 村 週 報第２４６６号 （第三種郵便物認可） 平成１６年１月２６日 １８

政 策

平成１６年度地方債計画について

 １　策定方針 

　平成１６年度の地方債計画は、地方財源の不足に対処するための措置を講じるとともに、極めて厳しい地方財政の状況の下で、

その健全性の確保に留意しつつ、地方公共団体が個性豊かで活力ある地域社会の構築を目指して、それぞれの地域の特性を活か

した魅力あふれる地域づくり、ＩＴを活用した住民生活の向上と地域経済の活性化、地域資源の有効活用等による地域再生、災

害等に強く安全な地域づくり等の当面する政策課題に重点的・効率的に対応しうるよう、所要の地方債資金の確保を図ることと

して策定している。

 ２　概　況 

　上記の方針に基づいて策定した結果、平成１６年度の地方債の総額は下表のとおり１７兆４，８４３億円となり、前年度に比べて１兆２億

円、５．４％の減となっている。

　このうち、普通会計分は１４兆１，４４８億円で、前年度に比べて９，２７０億円、６．２％の減となっている。

　また、公営企業会計等分は３兆３，３９５億円で、前年度に比べて７３２億円、２．１％の減となっている。 

（単位：億円、％）

増 減 率
�／�×１００

増 減 額
�－�　�

平成１５年度
�

平成１６年度
�

区　　　分

△ ６．２△ ９，２７０１５０，７１８１４１，４４８普 通 会 計 分

１０．３６，８４６６６，６７８７３，５２４通 常 分

△ １９．２△ １６，１１６８４，０４０６７，９２４特 別 分

△ ２８．６△ １６，７９１５８，６９６４１，９０５臨 時 財 政 対 策 債

１５．５１，０７５６，９４４８，０１９減 税 補 て ん 債

△ ２．２△ ４００１８，４００１８，０００財 源 対 策 債

△ ２．１△ ７３２３４，１２７３３，３９５公 営 企 業 会 計 等 分

△ ５．４△ １０，００２１８４，８４５１７４，８４３総 計

６．１６，１１４１００，８０５１０６，９１９通 常 分

△ １９．２△ １６，１１６８４，０４０６７，９２４特 別 分

（注）公営企業会計等分はすべて通常分である。
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（第三種郵便物認可） 第２４６６号平成１６年１月２６日１９ 町 村 週 報

政 策

 ３　地方債計画の特色 

（１）臨時財政対策債の発行

　通常収支に係る地方財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例として臨時財政対策債４兆１，９０５億円を計上してい

る。

（２）地方単独事業の重点的・効率的な推進

　地方単独事業について、地域の自立や活性化につながる基盤整備や生活関連社会資本の整備を重点的・効率的に推進できる

よう、その所要額を確保している。

①　地域活性化事業の推進

　地域活性化に向けた喫緊の政策課題である循環型社会の形成、少子・高齢化対策、地域資源の活用促進、都市再生、科

学技術の振興、情報通信基盤整備を推進することとし、所要額を確保している。

②　合併特例事業の推進

　自主的な市町村の合併をより一層強力に推進するため、合併重点支援地域において市町村が広域的に行う公共施設等の

整備及び都道府県が行う交通基盤施設の整備並びに合併市町村におけるまちづくりの計画的な実施を支援することとし、

所要額を確保している。

③　防災対策事業の推進

　災害時に強い安全なまちづくりを推進するため、防災システムのＩＴ化などの防災基盤の整備及び公共施設等の耐震化

を重点的に実施することとし、所要額を確保している。

④　地域再生事業の推進

　地域経済の活性化及び地域雇用の創造を実現し地域の再生を図るため、地方単独事業を積極的に展開しようとする地方

公共団体が事業を円滑に実施できるよう、一般単独事業債に「地域再生事業債」を計上している。

（３）辺地及び過疎対策事業の確保

　辺地とその他の地域の格差是正を図るとともに、過疎地域の自立促進のための施策を推進するため、辺地及び過疎対策事業

の所要額を確保している。

（４）地方公営企業による生活関連社会資本の整備の推進

　上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備を着実に推進することとし、事業の実施状況等を踏ま

え、所要額を確保している。

　また、広域化、安全対策を積極的に推進するとともに、公営企業借換債の増額等により経営健全化への取組を支援すること

としている。

　さらに、世代間負担の公平化を図る観点から、下水道事業について、公営企業債元金償還期間と減価償却期間との差により

生じる資本不足を補うため、資本費平準化債を拡充することとしている。

　なお、下水道事業のうち流域下水道事業等及び水道事業のうち簡易水道事業については、事業年度における一般会計繰出し

に代えて、臨時的に公営企業債を措置することとしている。 



町 村 週 報第２４６６号 （第三種郵便物認可） 平成１６年１月２６日 ２０

政 策

 ４　地方債資金の確保 

　地方債資金については、地方分権の推進や財投改革の趣旨を踏まえ、公的資金の重点化・縮減を図りつつ、その所要額を確保

している。

　また、公的資金の縮減に対応し、民間等資金の円滑な調達を図るため、市場公募団体の拡大や共同発行市場公募地方債及び住

民参加型ミニ市場公募地方債の拡大等を推進することとし、市場公募資金を３兆１，６００億円計上している。

 （単位：億円、％）

増減率
�／�
×１００

差 引
� － �

�

平成１５年度計画額平成１６年度計画額
区　　　分

構成比�構成比�

△２７．２△２０，９００４１．６７６，９００３２．０５６，０００政 府 資 金

△２７．０△１３，７００２７．４５０，７００２１．２３７，０００財 政 融 資 資 金

△２７．５△７，２００１４．２２６，２００１０．９１９，０００郵 政 公 社 資 金

△３０．０△３，０００５．４１０，０００４．０７，０００郵 便 貯 金 資 金

△２５．９△４，２００８．８１６，２００６．９１２，０００簡易生命保険資金

△９．３△１，６６０９．６１７，８００９．２１６，１４０公 営 公 庫 資 金

△２３．８△２２，５６０５１．２９４，７００４１．３７２，１４０公 的 資 金 計

１３．９１２，５５８４８．８９０，１４５５８．７１０２，７０３民 間 等 資 金

３１．７７，６００１３．０２４，０００１８．１３１，６００市 場 公 募

７．５４，９５８３５．８６６，１４５４０．７７１，１０３銀 行 等 引 受

△５．４△１０，００２１００．０１８４，８４５１００．０１７４，８４３合 計

（注）「政府資金」とは、財政投融資計画の「財政融資」欄に「地方公共団体」に対する貸付けとして計上される
資金を指す。
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政 策

平成１６年度地方債計画
（単位：億円、％）

増 減 率
�／�×１００

差 引
�－�　�

平成１５年度
計 画 額 �

平成１６年度
計 画 額 �項　　　　　　　　　目

一 一 般 会 計 債
△ ５．７△ １，２８０２２，３４６２１，０６６１ 一 般 公 共 事 業
△ ８．９△ ２２３２，５０９２，２８６２ 公 営 住 宅 建 設 事 業
△ ５．９△ １８３０３２８５３ 災 害 復 旧 事 業
△ ５．６△ １２５２，２３７２，１１２４ 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業
△ ８．０△ ４５５６５５２０５ 社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業
△ １８．６△ ８３８４，５０５３，６６７６ 一 般 廃 棄 物 処 理 事 業
２０．１９，２１２４５，７７５５４，９８７７ 一 般 単 独 事 業

△ ９．５△ １，４０８１４，８２８１３，４２０�  一 般 事 業
２３．２１，０００４，３１７５，３１７�  地 域 活 性 化 事 業
１７５．０３，５００２，０００５，５００�  合 併 特 例 事 業
４５．７５００１，０９５１，５９５�  防 災 対 策 事 業

△ ５．１△ ３４６７０６３６�  自 然 災 害 防 止 事 業
△ ５．５△ ７４７１３，５３７１２，７９０�  臨 時 地 方 道 整 備 事 業
△ ２５．９△ ３０９１，１９１８８２�  臨 時 河 川 等 整 備 事 業
△ ７．８△ ６７８６０７９３�  臨 時 高 等 学 校 整 備 事 業

０．００６００６００�  地 域総合整備資金貸付事業
△ １８．３△ １，２２３６，６７７５，４５４	  旧地域総合整備事業（継続事業分）
皆増８，００００８，０００
  地 域 再 生 事 業

△ ６．０△ ２２５３，７５０３，５２５８ 辺 地 及 び 過 疎 対 策 事 業
△ ６．５△ ４０６２０５８０�  辺 地 対 策 事 業
△ ５．９△ １８５３，１３０２，９４５�  過 疎 対 策 事 業
△ ３．１△ ８２５７２４９９ 首 都 圏 等 整 備 事 業

０．００７００７００１０ 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業
７．８６，４５０８２，９４７８９，３９７計

二 公 営 企 業 債
△ ４．７△ ２８０６，０１３５，７３３１ 水 道 事 業
１４．３３７２５９２９６２ 工 業 用 水 道 事 業
４．１１４６３，５９２３，７３８３ 都 市 高 速 鉄 道 事 業
５．２１６７３，２１３３，３８０�  一 般 分

△ ５．５△ ２１３７９３５８�  特 別 分
４８．２９２１９１２８３４ 一 般 交 通 事 業

△ ２０．２△ ２６１２９１０３５ 電 気 事 業 ・ ガ ス 事 業
△ １７．７△ １３０７３４６０４６ 港 湾 整 備 事 業
△ ２．０△ ７５３，７３１３，６５６７ 病 院 事 業
１２．１２３１９０２１３８ 介 護 サ ー ビ ス 施 設 整 備 事 業

△ １８．９△ ４６２４４１９８９ 市 場 事 業 ・ と 畜 場 事 業
△ １．３△ ４９３，７１６３，６６７１０ 地 域 開 発 事 業
△ ４．７△ ７４８１６，０４６１５，２９８１１ 下 水 道 事 業
△ ４．５△ ７１４１５，９７６１５，２６２�  一 般 分
△ ４８．６△ ３４７０３６�  特 別 分
△ ５２．５△ ３２６１２９１２ 有料道路事業・駐車場整備事業
△ ５．８△ １４２４０２２６１３ 観 光 そ の 他 事 業

（△ ４．４）（△ １０）（ ２２９）（ ２１９）１４ 公有林整備事業・草地開発事業
△ ３．１△ １，１０２３５，１４６３４，０４４計

４．５５，３４８１１８，０９３１２３，４４１合　　　　　　　　　計



町 村 週 報第２４６６号 （第三種郵便物認可） 平成１６年１月２６日 ２２

政 策

（単位：億円、％）

増 減 率
�／�×１００

差 引
�－�　�

平成１５年度
計 画 額 �

平成１６年度
計 画 額 �項　　　　　　　　　目

５７．１４００７００１，１００三 公 営 企 業 借 換 債
△ ８．３△ ３４４１２３７８四 特 別 転 貸 債
１５．５１，０７５６，９４４８，０１９五 減 税 補 て ん 債

△ ２８．６△ １６，７９１５８，６９６４１，９０５六 臨 時 財 政 対 策 債
（△ ４．４）（△ １０）（ ２２９）（ ２１９）

総　　　　　　　　　計
△ ５．４△ １０，００２１８４，８４５１７４，８４３
△ ６．２△ ９，２７０１５０，７１８１４１，４４８普 通 会 計 分内　

訳 △ ２．１△ ７３２３４，１２７３３，３９５公 営 企 業 会 計 等 分
（ 資 金 区 分 ）

△ ２７．２△ ２０，９００７６，９００５６，０００政 府 資 金
△ ２７．０△ １３，７００５０，７００３７，０００財 政 融 資 資 金
△ ２７．５△ ７，２００２６，２００１９，０００郵 政 公 社 資 金
△ ３０．０△ ３，０００１０，０００７，０００郵 便 貯 金 資 金
△ ２５．９△ ４，２００１６，２００１２，０００簡 易 生 命 保 険 資 金
△ ９．３△ １，６６０１７，８００１６，１４０公 営 公 庫 資 金
１３．９１２，５５８９０，１４５１０２，７０３民 間 等 資 金
３１．７７，６００２４，０００３１，６００市 場 公 募
７．５４，９５８６６，１４５７１，１０３銀 行 等 引 受

（備考）
１　上水道事業及び簡易水道事業は、水道事業に統合している。
２　公有林整備事業・草地開発事業の（　）書は、公営企業金融公庫が農林漁業金融公庫から委託を受けて融資
するものであって外書である。
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公共建物火災予防 

みんなで守ろうみんなの建物 

　

全
国
町
村
会
・
�
全
国
自
治
協

会
は
、
火
災
多
発
期
に
際
し
、
庁

舎
、
学
校
等
公
共
建
物
を
火
災
か

ら
守
る
た
め
「
平
成
十
五
年
度
学

校
等
公
共
建
物
火
災
予
防
運
動
」

を
全
国
的
に
展
開
し
て
い
る
。

　

�
全
国
自
治
協
会
が
実
施
し
て

い
る
町
村
有
建
物
災
害
共
済
事
業

に
お
け
る
罹
災
原
因
の
う
ち
火
災

に
よ
る
支
払
件
数
は
、
こ
こ
数
年

ほ
ぼ
横
ば
い
の
状
態
で
あ
る
も
の

の
、
一
端
火
災
が
発
生
す
る
と
、

そ
の
損
害
額
は
高
額
に
な
る
こ
と

か
ら
毎
年
火
災
が
多
く
な
る
こ
の

時
期
に
実
施
し
て
い
る
。

　

昨
年
末
に
は
加
入
町
村
に
対
し
火
災
予
防
と
交
通

安
全
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
「
防
火
・
交
通
安
全

標
語
入
り
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
作
製
し
、
配
布
し
た
。

　

ま
た
、
建
物
の
防
火
診
断
が
簡
単
に
で
き
る
「
公

共
建
物
の
防
火
診
断
の
要
領
」
を
配
布
し
、
査
察
診

断
の
実
施
に
よ
る
火
災
の
未
然
防
止
に
努
め
て
も
ら

う
こ
と
と
し
て
い
る
。
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全国町村会・（財）全国自治協会



（第三種郵便物認可） 第２４６６号平成１６年１月２６日２３ 町 村 週 報

政 策

地方債等関係資料

地方の借入金残高
（兆円）

地 方 債 依 存 度
（％）

対前年度増減額
（億円）

地 方 債 計 画 額
（億円）年　度

１４．０５．９２，４５８１２，７４８昭和５０年度

１８．３１１．５１６，４２１２９，１６９５１

２３．１１０．５１，００５３０，１７４５２

２８．６１１．７９，９３２４０，１０６５３

３４．４１２．６８，９０１４９，００７５４

３９．１１０．６△ ４，７３１４４，２７６５５

４２．９９．６△ １，５７６４２，７００５６

４７．２８．１△ ４，６００３８，１００５７

５１．９１０．５１１，９１１５０，０１１５８

５５．０９．９△ ２，４０９４７，６０２５９

５７．２７．８△ ８，１０２３９，５００６０

６０．６８．４４，７９０４４，２９０６１

６４．０９．９９，６１０５３，９００６２

６５．５１０．４６，５８１６０，４８１６３

６５．６８．８△ ４，８８９５５，５９２平成元年度

６７．０８．４６４９５６，２４１２

６９．９７．９△ １３４５６，１０７３

７８．９６．９△ ４，７０７５１，４００４

９１．３８．１１０，８５４６２，２５４５

１０６．３１３．１４１，６６１１０３，９１５６

１２４．８１３．７９，１３９１１３，０５４７

１３９．１１５．２１６，５６６１２９，６２０８

１４９．９１３．９△ ８，３３５１２１，２８５９

１６２．８１２．７△ １０，９８５１１０，３００１０

１７３．８１２．７２，５０４１１２，８０４１１

１８１．４１２．５△ １，５３３１１１，２７１１２

１８７．７１３．３７，８３６１１９，１０７１３

１９３程度
（見込み）１４．４７，３８６１２６，４９３１４

１９９程度
（見込み）１７．５２４，２２５１５０，７１８１５

２０４程度
（見込み）約１６．７△ ９，２７０１４１，４４８１６



町 村 週 報第２４６６号 （第三種郵便物認可） 平成１６年１月２６日 ２４

政 策

平成１６年度地方税制改正（案）について

　１　三位一体の改革（税源移譲）　

◎　三位一体改革の一環として、次のとおり税源移譲を実施する。

①　平成１８年度までに、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施することを決定。

②　①の本格的な税源移譲を実施するまでの間の暫定措置として、所得税の一部を使途を限定しない一般財源として地方へ譲

与する譲与所得税を創設する。

③　所得譲与税による平成１６年度の税源移譲額は、４，２４９億円とし、人口を基準として都道府県及び市町村（特別区を含む。）

へ譲与する

　２　個人住民税均等割　

◎　個人住民税の基礎的部分である均等割について、次のとおり見直しを実施する。

①　市町村民税の均等割について、人口段階別の税率区分を廃止し、税率を３，０００円（年額）に統一する。

②　税負担の公平の観点から、生計同一の妻に対する非課税措置を平成１７年度から段階的に廃止し、所得金額が一定金額（例：

パート収入１００万円）を超える者に均等割を課税（平成１７年度分は２分の１の額で課税し、平成１８年度分から全額で課税）す

る。

　３　固定資産税　

◎　負担水準の高い商業地等について、条例により、一律に税額を減額できる仕組みを次のとおり創設する。

○　商業地等に係る固定資産税について、負担水準の上限が７０％（法定されている上限）の場合に算定される税額から、地方

公共団体の条例で定めるところにより、負担水準６０％から７０％の範囲内で条例で定める負担水準により算定される税額ま

で、一律に減額することができる仕組みを創設する。

　この減額制度によって、実質的に、６０％から７０％の範囲内で条例で定める負担水準まで上限を引き下げた場合と同様の効

果が生じる。

　なお、都市計画税にも同じ仕組みを創設する。

※　商業地等：オフィスビル用地・工業用地等の住宅用地以外の土地 

改　正　案現　　　行

３，０００円

３，０００円人口５０万以上の市

２，５００円人口５万以上５０万未満の市

２，０００円その他の市及び町村
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　４　課税自主権の拡大　

◎　地方分権を推進する観点から、地方公共団体の課税自主権の拡大を図るため、次の措置を実施する。

①　固定資産税の制限税率（現行１．５倍）を廃止する。

②　標準税率の定義を見直し、「財政上の特別の必要があると認める場合」に限り、税率を変更することができるとされてい

る要件を緩和する。

③　税率の引下げ、課税期間の短縮、法定外税の廃止など、税負担を軽減する方向で既存の法定外税の内容を変更する場合に

ついては、総務大臣への協議・同意を不要とする。

④　特定少数の納税者が税収の大半を納税することとなる法定外税について、条例制定前に議会で納税者の意見を聴取する手

続を創設する。

　５　その他の主な改正項目　

【自動車関連税制における環境対策】

１　自動車税のグリーン化

税制中立を前提に、以下の内容で適用期限を２年延長する。

２　自動車取得税における低燃費車特例

（新★制度について）

　平成１７年排出ガス基準値より５０％以上排出ガス性能の良い自動車を新★★★と、７５％以上排出ガス性能の良い自動車を新★

★★★と認定する制度。（旧☆制度は、平成１２年排出ガス基準値より排出ガス性能の良い自動車を認定する制度。）

（燃費基準＋５％以上達成について）

　「燃費基準＋５％以上達成」とは、２０１０年（ディーゼル車については２００５年）に達成すべき燃費基準（１リットル当たりの走行

距離）を５％以上上回る性能を有するもの。 

措置内容軽減対象車（環境負荷の小さい自動車）

税率を概ね５０％軽減
電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車
「新★★★★」かつ「燃費基準＋５％以上達成」

税率を概ね２５％軽減
「新★★★★」かつ「燃費基準達成」
「新★★★」かつ「燃費基準＋５％以上達成」

（注１）平成１６・１７年度の新車新規登録車を対象に登録の翌年度１年間軽減。
（注２）新車新規登録から１１年超のディーゼル車及び１３年度超のガソリン車・ＬＰＧ車に

対し、税率を概ね１０％重課。（電気・天然ガス・メタノール自動車、一般乗合用バス
及び被けん引自動車は対象外。）

措置内容特例対象車

取得価額から３０万円控除「新★★★★」かつ「燃費基準＋５％以上達成」

取得価額から２０万円控除
「新★★★★」かつ「燃費基準達成」
「新★★★」かつ「燃費基準＋５％以上達成」

（注）平成１６年４月１日から平成１８年３月３１日までの取得について適用。
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【個人住民税関係】

１　年金課税の見直し

　世代間及び世代内の税負担の公平の観点から、所得税と同様に公的年金等控除の見直しとあわせて、老年者控除を廃止（平

成１８年度分以後の個人住民税について適用）

（注）この改正後においても、所得金額が一定金額（例：年金収入２４５万円）

以下の者については、個人住民税が非課税。

〈参考〉モデル年金額（平均的賃金で４０年加入のサラリーマン夫婦（妻は専業主婦））の夫分：２０３．５万円

２　土地譲渡益課税・株式譲渡益課税の見直し

・土地、建物等の長期譲渡所得に係る税率の引下げ

・非上場株式の譲渡所得に係る税率の引下げ

（現行）６％（所得税２０％）→（改正後）５％（所得税１５％）

【狩猟者登録税及び入猟税の統合等】

○　狩猟者登録税（普通税）と入猟税（目的税）を統合し、新たに目的税である狩猟税（仮称）を創設する。

【軽油取引税に係る脱税対策の強化】

○　脱税に関する罪の罰則の引上げ

（５年以下の懲役又は２００万円以下の罰金→５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金）

○　混和等の承認を受ける義務等に違反して製造された軽油の譲受け等に関する罪の創設　等

【外形標準課税に係る特例措置の創設】

○　法律や閣議決定等により通常の法人より資本等の金額が特に過大となっている法人等について、資本割の課税標準の特例措

置を創設する。

（JR北海道・四国・九州、㈱苫東、新むつ小川原㈱　等）

【非課税等特別措置の整理合理化等】

※　平成１６年度改正における非課税等特別措置の整理合理化状況

廃止　１２件

縮減　４１件

　　　　５３件　
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平成１６年度予算主要事項一覧表（地方自治関係）
（単位：億円、％）

増　減　率
�／�×１００

差　引　額
�－�　�

平成１５年度
予　算　額
�

平成１６年度
当初予算額
�

事　　　　　　　　　項

△ ６．１△ １０，０４０１６３，９２６１５３，８８６○地方交付税交付金財源繰入

９．８９８６１０，０６２１１，０４８○地方特例交付金財源繰入

３．３１０．０３０１．５３１１．５○基地交付金及び調整交付金

△ ９．２△ １６．１１７５．４１５９．３○消防防災施設・設備の整備促進等

０．３０．１３０．１３０．２○市町村合併の推進

８．４１０．９１２９．７１４０．６○電子政府・電子自治体の推進

△ ８．６△ １．６１８．７１７．１○過疎地域の自立促進等

年次有給休暇の取得推進！ 
総　務　省 

確　認　事　項 はい いいえ 

この夏、１週間以上の連続休暇を取得する予定である。 

年間10日以上の年次有給休暇を取得している。 

上司が率先して年次有給休暇を取得している。 

※　職員が、全て「はい」にチェックできるよう、環境整備、管理職員のリー 

　　ダーシップの発揮に努めて下さい。 

年次有給休暇取得環境チェック表 


